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国立大学法人琉球大学会計に関する職務権限規程

平成１６年４月１日

制 定

（目的）

第１条 この規程は、国立大学法人琉球大学の会計に関する業務について、その権限を明確

化することにより、業務の効率的な運営を図るとともに責任体制を確立することを目的と

する。

（用語の定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

(1) 職位とは、組織上の地位をいう。
(2) 職務とは、各組織単位に割り当てられた会計に関する業務をいう。
(3) 起案とは、案を作成し、上位職位者の決定を求める行為をいう。
(4) 承認とは、職務を遂行するに当たって、下位職位者の起案に対して同意することをいう。
(5) 決裁とは、職務を遂行するに当たって、自らの判断と責任において最終的に決定する行
為をいう。

(6) 報告とは、下位職位者が職務遂行状況を上位職位者に通知することをいう。

（職務権限の委任）

第３条 学長及び財務担当理事の有する会計に関する職務権限に係る一部委任については、

別表に定めるとおりとする。ただし、委任することによって結果に対する最終的責任を免

れない。

（職務の代行）

第４条 前条の規定により権限を委任された者が事故その他の事由により、その権限を行使

し得ない場合は、直属上位職位者がその権限を行使する。

（規程の改廃）

第５条 この規程の改廃は、財務担当理事と協議のうえ学長が行う。

附 則

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月３０日）

１ この規程は、平成２１年３月３０日から施行し、改正後の第３条の理事に係るものにつ
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いては平成１７年６月１日から適用する。

２ 前項にかかわらず、改正後の別表（第３条関係）については、平成１９年７月１日から

適用する。

附 則（平成２１年９月２８日）

この規程は、平成２１年１０月１日から施行する。

附 則（平成２２年８月５日）

この規程は、平成２２年８月５日から施行し、平成２２年７月１日から適用する。

附 則（平成２３年６月１５日）

この規程は、平成２３年６月１５日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。

附 則（平成２９年３月２７日）

この規程は、平成２９年３月２７日から施行し、平成２９年２月１日から適用する。

附 則（平成３０年４月３日）

この規程は、平成３０年４月３日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。

附 則（平成３１年４月１６日）

この規程は、平成３１年４月１６日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。
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別表
職 務 権 限 一 覧 表

【 財務部財務企画課 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項 係 長
課 長

課 長 部 長
財務担

学 長
代 理 当理事

寄附金に関すること 振込依頼書の送付 ○ ● ● ◎

寄附金の使途・目的の変更 ○ ● ● ● ● ◎

寄附金の移換え ○ ● ● ● ● ◎

予算の編成に関すること 予算編成方針の策定 ○ ● ● ● ● ◎ 役員会の決議を要する。

法人予算の決定 ○ ● ● ● ● ◎ 経営協議会の審議、役員会の決議を要する。

予算単位間の予算移用の承認 ○ ● ● ● ● ◎

予算単位内の予算流用の承認 ○ ● ● ● ● ◎

予算変更（補正）の決定 ○ ● ● ● ● ◎ 経営協議会の審議、役員会の決議を要する。

予算執行結果の報告 ○ ● ● ◎ △ △

予算の繰越に関すること 予算の繰越の承認 ○ ● ● ● ● ◎ 経営協議会の審議、役員会の決議を要する。

決算に関すること（法人全体） 振替伝票の起案・決裁 ○ ● ◎

月次決算書類の作成・承認 ○ ● ● ● ◎

財務諸表等の作成・承認 ○ ● ● ● ● ◎ 経営協議会の審議、役員会の決議を要する。

決算に関すること（財務部経理単位） 振替伝票の決裁 ● ◎

未収金計上伝票の決裁 ● ◎

入金消込伝票の決裁 ● ◎
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【 財務部財務企画課 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項 係 長 課 長 課 長 部 長 財務担 学 長
代 理 当理事

照査に関すること 未払金計上伝票の照査
（１０万円～５百万円未満 ● ◎
（旅費・謝金・光熱水料を除く））

未払金計上伝票の照査 ● ● ◎
（５百万円以上）

入札伺の照査 ● ● ◎

資産管理に関すること 損害保険の付保の総括及び決定 ○ ● ● ● ● ◎

土地の登記手続の承認 ○ ● ● ◎

処分（重要な財産）認可申請 ○ ● ● ● ● ◎ 役員会の決議を要する。

金融機関等との取引に関すること 資金の運用 ○ ● ● ● ◎
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【 財務部経理課 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項 係 長
課 長

課 長 部 長
財務担

学 長
代 理 当理事

金融機関等との取引に関すること 金融機関等との取引の開始・終止 ○ ● ● ● ◎

銀行口座の開設・廃止 ○ ● ● ● ◎ 口座の名義は学長とする。

資金の短期借り入れ ○ ● ● ● ● ◎

資金の長期借り入れ ○ ● ● ● ● ◎ 経営協議会の審議、役員会の決議及び主務大
臣の認可を要する。

大学法人債の発行 ○ ● ● ● ● ◎

貸付・出資・債務保証 ○ ● ● ● ● ◎ 経営協議会の審議、役員会の決議を要する。

資金の振替 ○ ● ◎

預金の払出 ○ ● ◎ 決裁後、財務企画課長へ回付。

小切手帳の保管 ◆

有価証券の保管 ◆

伝票に関すること 支出伝票の起案・決裁 ○ ● ◎ 決裁後、財務企画課長へ回付。

政府調達に関すること 官報公告の総括及び決定 ● ● ● ◎
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【 法人本部各部、医学部、医学部附属病院及び附属図書館 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限

課 長 財務担
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項 係 長
代 理

課 長 部 長
予算責

当理事 学 長
任 者

予算に関すること 予算単位内での予算案の作成 ○ ● ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課に提出。

予算単位内での予算の配分 ○ ● ● ● ◎

予算単位間の予算の移用申請 ○ ● ● ● ◎

予算単位内の予算の流用申請 ○ ● ● ● ◎

予算の繰越の申請 ○ ● ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課に提出。

予算単位内での執行結果の報告 ○ ● ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課に提出。

決算に関すること 月次決算書類の作成（経理単位） ○ ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課に提出。

振替伝票の起案・決裁（経理単位） ○ ● ◎

未収金計上伝票の決裁（経理単位） ● ◎

入金消込伝票の決裁（経理単位） ● ◎
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【 法人本部各部、医学部、医学部附属病院及び附属図書館 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限

課 長 財務担
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項
予算責任者から予

係 長
代 理

課 長 部 長
予算責

当理事
学 長

算配分を受けた者 任 者

政府調達に関すること 購入等依頼 ● ◎ 購入等依頼者が起案者となる。

官報公告伺い ○ ● ● ◎ 決裁後、財務部経理課へ回付。

入札伺い ○ ● ● ● ◎ 照査係へ回付。

予定価格調書の作成 ○ ● ● ● ◎

入札の執行 ◆ △

契約決議書の作成 ○ ● ◎

検査・検収の実施 ◆ ◆ 別途検査員を発令した場合は当該者。

（工事）

契約に関すること 購入等依頼（支出契約５百万円以上）
◆ ● ◎ 購入等依頼者が起案者となる。

〃 （収入契約２百万円以上）

〃 （支出契約５百万円未満）
◆ ● ◎

購入等依頼者が起案者となる。

（収入契約２百万円未満） 予算執行権限の委任を受けた場合は、

受けた者が決裁者。

入札公告伺い
（支出契約１千万円以上）

○ ● ● ◎
（収入契約４百万円以上）

〃 （支出契約５百万円以上）
○ ● ◎

（収入契約２百万円以上）

入札伺い（支出契約１千万円以上）
○ ● ● ◎

照査係へ回付。
（収入契約４百万円以上）

〃 （支出契約５百万円以上）
○ ● ◎

照査係へ回付。
（収入契約２百万円以上）
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【 法人本部各部、医学部、医学部附属病院及び附属図書館 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限

課 長 財務担
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項
予算責任者から予

係 長
代 理

課 長 部 長
予算責

当理事
学 長

算配分を受けた者 任 者

（契約に関すること） 予定価格調書の作成（支出契約１千万円以上）
○ ● ● ◎（収入契約４百万円以上）

〃 （支出契約５百万円以上）
○ ● ◎（収入契約２百万円以上）

入札の執行 ◆

契約決議書の作成（支出契約５百万円以上）
○ ● ◎（収入契約２百万円以上）

〃 （支出契約５百万円未満）
○ ◎（収入契約２百万円未満）

〃 （支出契約５０万円未満） ◎

発注書の作成・押印 ◎

検査・検収の実施 ◆ ◆ ◆ ◆
別途検査員を発令した場合は当該者。
検査・検収権限の委任を受けた場合
は、受けた者が実施者（教員を除く。）

立替払請求書の承認 ● ● ◎ 立替払請求書は、立替者が作成。

未払金計上伝票の起案・決裁 ○ ● ◎
決裁後、一部を除き照査係へ回付。

振替伝票の起案・決裁 ○ ● ◎
決裁後、各経理単位毎の決算担当者

へ回付。

契約相手方の選定及び発注
◆ 教員に限る。

（原則１０万円未満）
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【 法人本部各部、医学部、医学部附属病院及び附属図書館 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限

課 長 財務担
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項 係 長
代 理

課 長 部 長
当理事

学 長

出納に関すること 収納担当者の任命 ○ ● ◎

小口現金の設定の申請･変更・廃止、承認 ○ ● ● ● ◎

小口現金の請求 ○ ● ● ◎

仮払金の申請、承認 ○ ● ● ● ◎ 財務部経理課へ報告。

預り金月次収支報告書の作成・承認 ○ ● ● ◎

釣り銭の設定の申請・変更・廃止、承認 ○ ● ● ● ◎ 財務部経理課へ報告。

現金過不足額の報告・承認 ○ ● ● ◎ △ 財務部経理課へ報告。

預金通帳の保管 ◆

入金伝票の起案・決裁 ○ ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。
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【 法人本部各部、医学部、医学部附属病院及び附属図書館 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限

課 長 財務担
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項 係 長
代 理

課 長 部 長
当理事

学 長

債権管理に関すること 債権等発生通知（債権金額 ２００万円未満） ○ ● ◎

〃 （債権金額 ２００万円以上） ○ ● ● ◎

請求書の発行・押印 ○ ◎

未収入金計上伝票の起案・決裁 ○ ● ◎ 決裁後、各経理単位毎の決算担当者へ回付。

入金消込伝票の起案・決裁 ○ ● ◎ 決裁後、各経理単位毎の決算担当者へ回付。

残高照会 ○ ● ● ◎ △ 決裁後、財務部経理課に提出。

滞留管理 ○ ● ● ◎ △

債権の保全手続 ○ ● ● ◎ △

債権の放棄の申請 ○ ● ● ◎

債権の放棄の承認 ○ ● ● ● ◎ 決裁後、各経理単位毎の決算担当者へ回付。

相殺 ○ ● ● ◎ △ 決裁後、財務部経理課に提出。



- 11 -

【 法人本部各部、医学部、医学部附属病院及び附属図書館 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限

資産使用 課 長 固定資産 財務担 備 考
職務権限及び責任 権 限 事 項 責任者 係 長

代 理
課 長 部 長 管理責任者 当理事 学 長

資産管理に関すること 使用責任者の任命 ○ ● ● ◎

亡失等の報告 ○ △ ◎

処分（重要な財産） ○ ● ● ● ● ◎
財務部財務企画課へ報告。主

務大臣の認可を要する。

処分（固定資産） ○ ● ● ● ● ◎

処分（少額資産） ○ ◎

土地・建物の貸与 ● ○ ● ● ● ◎

資産（土地・建物除く。）の貸与 ● ○ ● ● ● ◎

部局間の所属換 ○ ● ● ● ● ◎

部局内での所管換 ○ ● ● ● ● ◎

寄附資産（重要な財産）の受入 ○ ● ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ

回付。

寄附資産（重要な財産を除く）の受入 ○ ● ● ● ◎

借用資産の借入、借入の解約 ○ ● ● ● ● ◎

損害保険の付保の決定 ○ ● ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ
回付。
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【 総務部職員課 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限

課 長 財務担
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項 係 長
代 理

課 長 部 長
当理事

学 長

給与及び退職手当の支給に関すること 振替伝票の起案・決裁 ○ ● ◎
決裁後、財務部財務企画課へ回付。

未払金計上伝票の起案・決裁 ○ ● ◎
決裁後、財務部財務企画課へ回付。

【 部局・事務長制 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限

予算責任者から予 財務担
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項 算配分を受けた者 係 長 事務長
予算責

当理事 学 長
任 者

予算に関すること 予算単位内での予算案の作成 ○ ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課に提出。

予算単位内での予算の配分 ○ ● ◎

予算単位間の予算の移用申請 ○ ● ◎

予算単位内の予算の流用申請 ○ ● ◎

予算の繰越の申請 ○ ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課に提出。

予算単位内での執行結果の報告 ○ ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課に提出。

契約に関すること 購入等依頼（５百万円以上） ◆ ● ● ◎ 購入等依頼者が起案者となる。
予算執行権限の委任を受けた場合は、受けた者が決

〃 （５百万円未満） ◆ ● ◎ 裁者。

別途検査員を発令した場合は当該者。

検収の実施 ◆ ◆ 検査・検収権限の委任を受けた場合は、受けた者が
実施者（教員を除く。）

契約相手方の選定及び発注
◆ 教員に限る。

（原則１０万円未満）
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【 部局・事務長制 】 ◎：決裁者 ●：承認者 ○：起案者 ◆：実施者 △：報告先

職 務 権 限

資産使用 固定資産 財務担
備 考

職務権限及び責任 権 限 事 項 責任者 係 長 事務長 管理責任者 当理事 学 長

資産管理に関すること 使用責任者の任命 ○ ● ◎

亡失等の報告 ○ △ ◎ 財務部財務企画課へ報告。

処分（重要な財産） ○ ● ● ◎ 財務部財務企画課へ報告。主務大臣の認可を要する。

処分（固定資産） ○ ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。

処分（少額資産） ○ ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。

土地・建物の貸与 ● ○ ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。

資産（土地・建物除く。）の貸与 ● ○ ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。

部局間の所属換 ○ ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。

部局内での所属換 ○ ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。

寄附資産（重要な財産）の受入 ○ ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。

寄附資産（重要な財産を除く）の受入 ● ○ ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。

借用資産の借入、借入の解約 ○ ● ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。

損害保険の付保の決定 ○ ● ◎ 決裁後、財務部財務企画課へ回付。


